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自立支援・介護予防・重度化防止及び介護給付の適正化に係る目標と取組の評価 

自己評価結果：◎…達成できた、○…概ね達成できた、△…達成はやや不十分、×…達成できなかった 

第８期介護保険事業計画の背景及び計画の記載内容等 令和４年度（年度末実績） 

テーマ 

(キーワード) 
現状と課題 

第８期における 

具体的な取組 

目標 

（事業内容、指標等） 
目標の評価方法 実施内容 

自己評価 

結果 
自己評価内容 課題と対応策 

自立支援・介護予防・重度化防止 

通いの場への

支援 

・平成27年度から住民主体による介

護予防活動支援としてシニア健康

応援隊（介護予防リーダー）養成

を開始した。現在、養成講座を修

了したボランティアが担い手とし

て区内10か所で「めぐろ手ぬぐい

体操」等に取り組む介護予防活動

を展開している。 

・新型コロナウイルス感染症の流

行により、外出機会や人との交

流が減る等の状況の中で、閉じ

こもりや身体・認知機能の低下

など、高齢者の健康への影響が

懸念されている。 

・シニア健康応援隊の育

成・活動支援 

・リハビリテーション専

門職による住民主体の

介護予防活動への支援 

・シニア健康応援隊養成講座

実施数：毎年度1回/年 

・養成講座修了者累積数 

（R2）  (R3)   (R4)  (R5) 

156人 170人  185人  200人 

・めぐろ手ぬぐい体操活動拠

点への参加者延べ人数 

（R2）  (R3)   (R4)  (R5) 

500人 6,800人 6,900人 

 7,000人 

※R2は実績値、R3以降は目標

値   

・目標値との数的比較 

・介護予防に資する通いの

場の拡大状況 

・支援する関係機関専門職

の連携状況等 

・「シニア健康応援隊」

（介護予防リーダー）の

育成（第9期生）１回実

施 

・養成講座修了者累積数

（175人） 

・めぐろ手ぬぐい体操活動

拠点への参加者延べ人数

（5,529人）  

○ 

緊急事態宣言中は対面事業の

中止やシニア健康応援隊活動を

自粛していた。緊急事態宣言終

了後から徐々に通いの場が再開

し、感染対策をふまえた地域の

通いの場の支援に尽力した。 

＜課題＞ 

・担い手（ボランティア）が不足す

る一方で、通いの場を求める参加

希望者が増えており、介護予防に

資する通いの場をいかに拡大する

かが課題である。 

＜対応策＞ 

・住民主体による通いの場づくりを

支援する取り組みのほか、オンラ

インによる事業も継続する。 

地域ケア会議

の充実 

・地域ケア個別会議がオンライン

開催となり、対面とは異なる議

論の難しさがあるので、進行役

のスキルアップが必要となって

いる。 

・地域ケア個別会議で把握した地

域課題を、地域ケア推進会議に

おいて資源開発や施策形成につ

なげていくことが求められてい

る。 

・地域に共通する課題の

抽出や有効な支援策の

検討へつなげていく体

制整備や、多職種連携

による地域包括ケアシ

ステムの推進 

・地域ケア個別会議の開催回

数：12回 

・地域ケア推進会議の開催回

数：1～2回 

・会議の開催回数 

・地域課題へと結びつく地

域ケア会議の開催 

・地域課題の解決に向けた

資源開発や政策形成につ

なげる地域ケア推進会議

の開催 

・地域ケア個別会議：12回

開催 

・地域ケア推進会議：１回

開催 

○ 

地域ケア個別会議の定期的な

開催のため、主催の地域包括支

援センターと検討委員との調整

を区が行う形で、オンライン開

催で実施した。 

令和２年度以来、３回目の地

域ケア推進会議を開催した。 

＜課題＞ 

・地域ケア個別会議の目的が個々の

事例検討になり、地域包括ケアシ

ステムの推進に役立てていく全体

像を関係者が認識し、取り組む必

要がある。 

＜対応策＞ 

・アドバイザー研修の受講者が中心

となり、参加者がそれぞれの役割

や会議の目的や効果を意識できる

ような方法を検討する。地域ケア

個別会議後にモニタリングや、検

討委員への情報共有を実施し、会

議の効果を様々な角度から確認す

るプロセスを明確にしていく。 

ケアマネジメ

ントの質の向

上 

・介護支援専門員は、中立・公平

性を維持しながら、基本プロセ

スを確実に実施し、利用者の自

立支援に資する適切なケアマネ

ジメントを提供する必要があ

る。このためには、介護支援専

門員の更なる資質の向上を図

り、専門性を確立していく必要

がある。 

①区独自のアセスメント

シートの作成、活用 

②介護予防ケアマネジメ

ント実務者研修の実施 

①区独自のアセスメントシー

トをケアマネジメントの現

場で活用する。 

②介護予防ケアマネジメント

実務者研を実施する。 

①年１、２回 

・地域包括支援センターと

の意見交換会 

②年１回 

・研修後のアンケートの実

施 

①アセスメントシートを活

用することで、利用者の

意欲や生活機能の状況を

的確に把握するよう努め

た。また、アセスメント

シートの活用を促すた

め、地域包括支援センタ

ー職員等に配付する介護

予防ケアマネジメントに

関するマニュアルにおい

て、アセスメントシート

の特徴や記入上の留意点

等の内容を盛り込み、周

知をはかった。 

②地域包括支援センター職

員に対して、外部講師に

よる研修を実施した。 

○ 

①アセスメントシートを活用

し、利用者本人の趣味活動、

社会的活動及び生活歴等を聞

き取ることで、利用者に合っ

た目標設定を行うことができ

た。 

②研修の実施により、介護予防

支援の視点を踏まえた介護予

防ケアマネジメントのありか

たについて理解を深めること

ができた。 

①＜課題＞ 

・利用者の自立支援により資するた

めに、アセスメントシートを今後

どのように運用すべきか検討する

必要がある。 

＜対応策＞ 

・地域包括支援センターの職員との

意見交換をすることにより、活用

方法の見直しや検討を行う。 

②＜課題＞ 

・地域包括支援センター職員に限定せ

ず、居宅介護支援事業所の職員に対

しても研修を実施する必要がある。 

＜対応策＞ 

・受講対象者を拡大するための研修

の運営方法や研修内容について検

討する。 



- 10 - 

 

第８期介護保険事業計画の背景及び計画の記載内容等 令和４年度（年度末実績） 

テーマ 

(キーワード) 
現状と課題 

第８期における 

具体的な取組 

目標 

（事業内容、指標等） 
目標の評価方法 実施内容 

自己評価 

結果 
自己評価内容 課題と対応策 

ケアマネジメ

ントの質の向

上 

・介護支援専門員は、中立・公平

性を維持しながら、基本プロセ

スを確実に実施し、利用者の自

立支援に資する適切なケアマネ

ジメントを提供する必要があ

る。このためには、介護支援専

門員の更なる資質の向上を図

り、専門性を確立していく必要

がある。 

・実務経験年数別の介護

支援専門員研修の継続

実施 

・区が行う介護支援専門員の

研修では、グループ討議や

講演を効果的に組み合わせ

た実務経験年数別の研修を

継続し、ケアマネジメント

の全体的な質の向上に努め

ていく。 

・開催回数 

・受講者アンケートの実施 

 

・実務経験年数別に介護支

援専門員新任研修・現任

研修・主任研修を１回ず

つ実施した。 

○ 

実務経験年数別に研修を実施

した。受講者アンケートでは、

「分かりやすかった」「役に立

った」の割合が新任研修、現任

研修で９割以上、主任研修で８

割以上だった。 

＜課題＞ 

・新任研修は集合形式で演習を実施

したが、現任研修と主任研修はＷ

ＥＢによる研修で講演をメインと

した内容で実施した。 

＜対応策＞ 

・ＷＥＢでのグループ演習の実施方

法について引き続き検討してい

く。 

ケアマネジメ

ントの質の向

上 

・ケアマネジメント支援としてリ

ハビリテーション専門職派遣事

業を実施し、地域包括支援セン

ターや介護支援事業所に周知を

行っているが、利用が少ない。 

・リハビリテーション専

門職派遣によるケアマ

ネジメント等への個別

支援 

・ケアマネジャーへの周知及

び利用の促進 

・対象者が自立した日常生

活を営むことができるよ

う、個々の状態を踏まえ

た適切な助言や支援を行

うことで、要介護状態等

となることの予防、要介

護状態の軽減、悪化の防

止につながったか 

・地域リハビリテーション

活動支援事業実績：３件 
△ 

緊急事態宣言中は対面事業の

中止のため実施ができなかっ

た。しかし、外出の機会が少な

くなった高齢者のフレイルが進

行し、生活機能低下関連の相談

を受けた包括支援センターから

ケアマネジメント支援事業利用

につながっている。 

＜課題＞ 

・リハビリテーション専門職の視点

で生活機能（行為）改善に向けた

助言を行うアセスメント支援事業

がまだ知られていない。 

＜対応策＞ 

・ケアマネジャーへ活用を促進する

ため、地域包括支援センター等へ

普及啓発、情報提供を行う。 

高齢者の社会

参加・就労支

援 

・新型コロナウイルス感染症の流

行により、外出機会や人との交

流が減る中、高齢者への健康へ

の影響が懸念される。高齢者の

社会参加や地域貢献を通じたい

きがいづくりを支援し、健康増

進や介護予防を図っていく必要

がある。 

・めぐろシニアいきいき

ポイント事業の実施 

・対象活動の拡大、活動内容

の充実 

活動場所 

（R3）14施設と4活動 

 （R4）15施設と4活動 

 （R5）16施設と4活動  

・新規サポーター登録の追加 

：年20人 

・社会参加・地域貢献につ

なげられたか 

・活動内容の充実につなげ

られたか 

・年度末評価 

サポーターへのアンケー

トの実施 

・研修・登録会：２回実施 

・個別の登録説明：３回実

施 

・ステップアップ研修：１

回実施 

・１施設の追加 

◎ 

新たな活動施設を１か所追加

することができた。 

33名の新規登録者集めること

ができた。 

＜課題＞ 

・新型コロナウイルス感染症の感染

への不安が残る中での新規登録者

や活動場所の拡充。 

＜対応策＞ 

・新型コロナウイルスの感染状況を

踏まえながら、サポーター登録研

修会の開催、既サポーターのスキ

ルアップ、施設における活動メニ

ューの検討、活動場所の拡大等、

今後も高齢者の社会参加を促すた

めに引き続き本事業の拡充につい

て取り組んでいく必要がある。 

生活支援（協

議体の整備） 

・第２層協議体はネットワークの

拡大、情報共有を進め、住民が

地域に関心を持ちつながりを生

み出せるような通信、相談窓口

や集いの場などの社会資源リス

トを作成し、多くの住民のもと

に情報が届くよう努めている。 

・第１層協議体については、地域

づくり支援員を第１層生活支援

コーディネーターとし、設置に

向けて取り組んでいく。 

・協議体の活動 

・第２層協議体による地域課

題の共有及び生活支援サー

ビスの創出 

・区全域を対象とした第１層

協議体の設置及び開催 

・各協議体及び定例会での

確認 

・「第２層協議体」を区内

５地区において複数回

（年４～６回）、「第１

層協議体」についても第

２層協議体情報交換会と

して開催し、令和４年度

の取り組みについて協議

を行った。 

○ 

各協議体における座談会の開

催や地域だよりの発行等によ

り、情報共有及び地域のつなが

りを強化する取り組みを実施す

ることができた。 

<課題> 

・第１層・第２層協議体のさらなる

充実 

<対応策> 

・地域課題の共有及び生活支援サー

ビスの創出に取り組むとともに、

ＮＰＯなどの各種団体、企業の関

係者との連携を深め課題を検討し

ていく。 
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第８期介護保険事業計画の背景及び計画の記載内容等 令和４年度（年度末実績） 

テーマ 

(キーワード) 
現状と課題 

第８期における 

具体的な取組 

目標 

（事業内容、指標等） 
目標の評価方法 実施内容 

自己評価 

結果 
自己評価内容 課題と対応策 

生活支援（生

活支援コーデ

ィネーター） 

・住民の持ち寄る情報と自身が持

つ地域資源リストをリンクさ

せ、住民が活用の幅を広げられ

るようコーディネートを行って

いる。 

・新たな担い手の養成、発掘につ

いては、コミュニティ・ソーシ

ャルワーカーと一体的に進めて

いく。 

・生活支援コーディネー

ターの活動 

・協議体活動の支援 

・生活支援サービスの提供体

制整備に向けたコーディネ

ート 

・月１回開催する定例会で

の確認 

・第１層・第２層生活支援

コーディネーターによる

定例会及び基調講演、座

談会による地域づくりフ

ォーラムを開催した。 

○ 

月１回定例会を実施し連携を

図るほか、みんなのささえあい

レポートを発行するなど、地域

の支え合い活動を進めることが

できた。 

＜課題＞ 

・コミュニティ・ソーシャルワーカ

ーとの連携強化及び情報共有が不

可欠。 

＜対応策＞ 

・地域で把握した課題をコミュニテ

ィ・ソーシャルワーカーと共有

し、関係機関との連携及び公的制

度との関係を調整していく。 

介護給付の適正化 

要介護認定の

適正化 

・介護保険制度への信頼を高め、

持続可能な介護保険制度の構築

に資するため、介護給付を必要

とする受給者を適切に認定する

ことが必要である。 

・要介護認定における公

正・公平性の確保 

・公平・公正かつ適切な認定

調査を実施するために必要

な知識、技能を修得及び向

上させるため、認定調査員

現任研修を実施する。 

・研修実施回数：２回 

・認定審査会議長会を開催

し、認定の適正化に向けた

議論を行う。 

・調査員現任研修後のアン

ケートを集計することに

より、理解度等を確認す

る。（評価時期は研修終

了後） 

・各審査会の判定結果変更

率や全国、東京都の平均

変化率を踏まえ、審査判

定の平準化を行う。 

・認定調査員現任研修を委

託で実施。外部講師によ

る研修をオンラインで行

った。 

実施回数：２回 

受講人数：66名 

・議長会の開催 

  実施回数：１回 

参加人数：14人 

（全14審査会の議長又は

議長代理） 

◎ 

研修後アンケートの集計結果

では、研修内容に関する質問項

目に関して、「良かった」との

回答が平均で99％となってい

る。また、自由意見欄でも「講

師の講義が分かりやすかった」

という意見が多かった。 

合議体ごとの介護度変更率

や、全国、東京都の平均変更率

等の統計データを基に議論を行

えた。 

＜課題＞ 

・認定調査員現任研修での模擬審査

会の実施、業務分析データ等の活

用。 

・各審査会間の意見交流の機会が議

長会のみである。 

＜対応策＞ 

・認定調査員現任研修の内容、実施

方法、時間等を検討する。 

・状況に応じて議長会を開催し、各

審査会間の意見交流を図る。 

ケアプラン点

検 

・ケアプランがケアマネジメント

プロセスを踏まえ「自立支援」

に資する適切なものになってい

るかを、医療・福祉の専門家等

の第三者と保険者、介護支援専

門員（ケアマネジャー）が一緒

に確認することにより、サービ

ス提供の改善を図り、介護給付

の適正化につなげる必要があ

る。 

・主任介護支援専門員連

絡会との連携によるケ

アプラン点検の実施 

・東京都の「ガイドライン」

を活用したケアプラン点検

を実施し、介護支援専門員

が作成した居宅サービス計

画（ケアプラン）について

自立支援に資する適切なケ

アプランとなっているか介

護支援専門員に「気づき」

を促す。 

・点検事例数 

・参加者アンケートの実施 

・令和４年度は５事例実施

した。 
○ 

年間計画のとおり実施でき

た。少量のケアプラン点検によ

って、給付月額の抑制効果を測

ることは困難である。しかし、

点検者となっていない主任介護

支援専門員についても「目黒区

の主任介護支援専門員として要

求されるスキル」として捉える

ようになっており、主任のスキ

ルアップに良い影響が見込まれ

る。 

＜課題＞ 

・点検を担当する主任介護支援専門

員が毎回変わるため、点検者の質

を一定に保つことが課題である。 

＜対応策＞ 

・点検を担当する主任介護支援専門

員については、主任介護支援専門

員連絡会が中心となって、ガイド

ラインを理解するための研修等を

行い、スキルアップに努めてい

る。 

縦覧点検・医

療情報との突

合 

・適切なサービスの確保とその結

果としての費用の効率化を通じ

て、介護保険制度への信頼を高

め、持続可能な介護保険制度の

構築に資するため、介護保険給

付の適正化を図る必要がある。 

・縦覧点検・医療情報と

の突合の実施 

・給付実績の内容を確認する

ことで、請求内容の誤りや

医療と介護の重複請求を早

期に発見し、適正な給付を

実現する。 

・月１回 

・国民健康保険団体連合会

より送付されるデータの

内容確認 

・縦覧点検では、受給者ご

とに複数月にまたがる介

護保険給付実績を確認

し、提供されたサービス

の整合性、算定日数等の

点検を行った。 

・医療情報との突合では、

受給者の後期高齢者医療

や国民健康保険の医療制

度での入院情報と介護保

険給付実績を突合し、給

付日数や提供されたサー

ビスの整合性の点検を行

った。 

○ 継続的に毎月実施している。 

＜課題＞ 

・より多角的な視点で給付の点検を

行う必要がある。 

＜対応策＞ 

・介護給付適正化支援システムを活

用し、新たな視点の点検データを

抽出、確認することで、点検の精

度を高める。 
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第８期介護保険事業計画の背景及び計画の記載内容等 令和４年度（年度末実績） 

テーマ 

(キーワード) 
現状と課題 

第８期における 

具体的な取組 

目標 

（事業内容、指標等） 
目標の評価方法 実施内容 

自己評価 

結果 
自己評価内容 課題と対応策 

住宅改修・福

祉用具 

・適切なサービスの確保とその結

果としての費用の効率化を通じ

て、介護保険制度への信頼を高

め、持続可能な介護保険制度の

構築に資するため、介護保険給

付の適正化を図る必要がある。 

・住宅改修・福祉用具の

点検 

・事業者やケアマネジャーが

制度の趣旨や手続き等を理

解できるよう周知に努め

る。また、受給者の状態に

対応した適切な住宅改修や

受給者の身体状況に応じた

必要な福祉用具の利用を促

進する。 

・申請受付ごとに評価 

・申請書類の二重確認によ

り適正な給付であること

を確認 

・住宅改修は申請書及び写

真による点検を行った。

申請件数：419件 

・福祉用具購入は申請内容

の確認を行った。 

申請件数：851件 

（いずれも令和5年1月31日

時点） 

○ 

住宅改修は、事前申請書を充

分に点検することで、不適正な

改修の申請を発見した。併せ

て、改修後は完了報告書の写真

等により適切に改修されている

か審査した。 

福祉用具は利用者の身体状況

を確認するとともに、購入理由

を精査し、適正な購入を確認し

た。 

＜課題＞ 

・住宅改修の事前申請時に現地調査

が必要な場合があるが、実地確認

調査を行うには人員体制が十分で

ない。 

＜対応策＞ 

・工事前の写真の撮影方法等を事業

者に指導することで、書面により

精度の高い点検を行うとともに、

現地確認実施体制を整えていく。 

介護給付費通

知 

・適切なサービスの確保とその結

果としての費用の効率化を通じ

て、介護保険制度への信頼を高

め、持続可能な介護保険制度の

構築に資するため、介護保険給

付の適正化を図る必要がある。 

・介護給付費通知の送付 

・利用者に対して、介護サー

ビスにかかる費用の給付状

況等を通知することで、適

切なサービスの利用等につ

いての普及啓発を行う。 

・通知発送後に評価 

・通知発送対象者からの問

い合わせへの対応。 

・年１回実施。令和４年度

は、10月・11月ｻｰﾋﾞｽ実

施分を9,247人に送付。 

○ 

利用者が、自らが受けている

サービスの内容を改めて確認す

る機会を得ることができるとと

もに、事業者にとっても、提供

するサービスが適切な内容であ

るか確認する機会につながって

いる。 

＜課題＞ 

・効率的な通知発送の事務処理手順

を構築する必要がある。 

＜対応＞ 

・外部事業者への印字封入封緘委託

を活用しながら、通知内容や発送

時期等について検討する。 

給付実績の活

用 

・適切なサービスの確保とその結

果としての費用の効率化を通じ

て、介護保険制度への信頼を高

め、持続可能な介護保険制度の

構築に資するため、介護保険給

付の適正化を図る必要がある。 

・給付実績の活用による

適正化 

・国民健康保険団体連合会か

ら提供される給付実績情報

を活用し、事業者の介護報酬

の請求状況を確認すること

で、より適正なサービス提供

と介護費用の適正化、事業者

の指導育成を図る。 

・月１回 

・国民健康保険団体連合会

より送付されるデータの

内容確認 

・送付された帳票を点検

し、確認が必要と思われ

る給付やケアプランにつ

いては、事業者へ連絡を

とり、必要に応じて書類

の提出等を求めた。 

○ 

生活援助中心型サービスを位

置付けたケアプラン３件につい

て、居宅介護支援事業所に対し

て提出を求め、区職員による検

証を行った。 

＜課題＞ 

・国民健康保険団体連合会から送付

される他の給付実績データについ

ても検証する必要がある。 

＜対応策＞ 

・東京都国民健康保険団体連合会が

実施する研修の受講等により、点

検のための知識を構築する。ま

た、介護給付適正化支援システム

を活用し、多角的な視点で給付実

績データの点検を行う。 

指導監督 

・介護サービスの質の確保及び利

用者保護を図り、介護保険制度

の円滑な運営を確保するため、

介護サービス事業者に対して、

サービスの内容や介護給付等に

係る費用の請求等に関して、法

令や基準等に照らし、必要な助

言や指導等を行う。 

・近年では、虐待等の課題に対し

て、通報・苦情等のあった事業

所に時機を逸せず適切かつ厳正

な指導を行うことが求められて

いる。また、提供事業所の増加

により効果的かつ効率的な指導

検査手法の確立が必要。 

・事業者に対する指導・

監督 

・介護サービス事業者に対し

て、介護サービスの内容や

介護給付等に係る費用の請

求等に関して、法令や基準

等に照らし必要な調査を実

施し、事業者等に対して必

要な助言や指導等を実施

し、サービスの質の向上と

利用者の権利擁護に努め

る。また、ＩＣＴを活用し

た集団指導を実施する。 

・実地指導の実施箇所数 

・集団指導の実施回数 

いずれも評価時期は年度

末のみ。 

実地指導事業所数：17か所 

集団指導：１回(動画配信) 
○ 

概ね達成できた。 

新型コロナウイルス感染症の

影響により、あらかじめ予定し

ていた実地指導を中止した場合

が多かったが、感染状況が落ち

着いている時期を見計らい実施

することができた。 

集団指導については、動画配

信により医療系サービスを除く

全サービスに対して実施した。

事業所からのアンケートでは、

事業所内で時間を調整し従業者

全員が視聴することができた、

内容によって動画が分かれてい

るので空いた時間に視聴するこ

とができたといった高評価が多

かった。 

＜課題＞ 

・実地指導の件数は、新型コロナウ

イルス感染症の影響に左右され

る。しかし、入所・入居系サービ

スの実地指導も感染状況をみて行

う必要がある。 

＜対応策＞ 

・集団指導や自己点検票の活用によ

り事業所自らが法令等を遵守でき

る仕組みを推進する。また、タブ

レット端末を導入し、効率的な検

査を行い、検査時間を短縮してい

く。 

 


